　　　　　　　　　　

令和８年度　大阪府咲洲庁舎不用物品（古紙）売払いに係る再生資源化集荷業務（単価契約）
入札説明書
入札参加者は、この「令和８年度　大阪府咲洲庁舎不用物品（古紙）売払いに係る再生資源化集荷業務（単価契約）入札説明書（以下「入札説明書」という。）」のほか、「入札公告」及び「入札心得」の内容を遵守するとともに、「単価契約書（案）」及び「仕様書」等その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。
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10 実施上の留意事項
１ 入札参加資格
入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）は、次に掲げる要件とする。
(1) 令和７・８・９年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿中、以下のいずれかに登録をされている者であること。

・「古物商・金属くず業・再生資源集荷業（種目コード620）」

・「再生資源集荷業（種目コード623）」

・「古物商・再生資源集荷業（種目コード625）」

・「金属くず業・再生資源集荷業（種目コード626）」
(2) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人
イ 民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治29年法律第89号）第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
カ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第１項各号に掲げる者

(3）民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第33条第１項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。）、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第41条第１項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。）、金融機関から取引の停止を受けた者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。

(4)　府の区域内に事業所を有していること

(5)　府税に係る徴収金を完納していること。

(6)　消費税及び地方消費税を完納していること。
(7)　物品・委託役務関係競争入札参加資格審査申請書（添付書類等を含む。）又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。

(8)　公告の日から開札までの期間において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。

ア  大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者

イ　大阪府入札参加停止要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者

ウ　大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則（令和２年大阪府規則第61号。以下「暴力団排除措置規則」という。）第３条第１項に規定する入札参加除外者（(3)キに掲げる者を除く。）、同規則第９条第１項に規定する誓約書違反者（(3)キに掲げる者を除く。）又は同規則第３条第１項各号のいずれかに該当すると認められる者（(3)キに掲げる者を除く。）

エ　大阪府との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償の請求を受けている者
(9) 入札参加者は他の入札参加者との関係において、次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 会社法第２条第３号の２に規定する子会社等（以下「子会社等」という。）と同条第４号の２に規定する親会社等（以下「親会社等」という。）の関係にある場合 

イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

ウ 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

(ｱ) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

a 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 

b 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

c 会社法第２条第15号に規定する社外取締役 

d 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 

(ｲ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

(ｳ) 会社法第575条第１項に規定する持分会社の社員 

(ｴ) 組合の理事 

(ｵ) その他(ｱ)から(ｴ)までに掲げる者に準ずる者 

エ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

オ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

カ 事業所を同じくする場合 

キ その他入札の公正さが阻害されると認められる関係にある場合
２ 質問及び回答

(1) 質問受付期間及び質問方法
　 「入札公告」による。

(2) 回答日及び回答方法
　 「入札公告」による。
３ 入札参加申請及び入札
（1）入札参加資格審査申請書及び入札書受付期間並びに入札方法
「入札公告」による。
（2）留意事項
ア 電送による入札は認めない。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札回数 

原則として１回とする。 

(4) 再度入札 

ア 予定価格を事前公表しない入札の場合において、予定価格の制限の範囲内での入札書の提出がないときは再度入札を行う。 

イ 再度入札を行う場合は、入札参加者に次の事項を通知する。
 (ア) 再度入札を行う旨 
(イ) 再度入札の入札書の提出期間 
(ウ）再度入札の開札日時 

(エ）当初入札の予定価格を超える入札金額のうちの最高入札金額 

ウ 再度入札は１回限りとする。 

エ 当初入札において、次のいずれかに該当する者は再度入札に参加することはできない。 

(ア) 入札参加を辞退した者又は入札書を提出しなかった者 

(イ) 入札心得の規定により無効とされた入札書を提出した者 

(ウ) 入札心得の規定により失格とされた者
オ イの通知を確認しなかったことによる入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。
４ 入札執行の保留、延期又は取り止め
入札執行の前又は執行中に、次の各号のいずれかの事由が生じ入札の執行が困難又は執行すべきでないと認められるときは、入札執行を保留、延期又は取り止め（以下「保留等」という。）する場合がある。
なお、保留等により入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。
(1) 天災地変等により通信遮断、交通途絶等の事由が発生したとき。
(2) 入札執行を保留等すべきと判断するに相当する談合その他不正行為に関する情報が、有力な証拠をもって通報されたとき。
(3) 入札参加者が入札説明書、入札公告、又は入札心得の規定に違反する疑いがあるとき。
(4) その他発注者が、やむを得ない事由により入札執行を保留等すべきと判断したとき。
５ 公正入札調査の実施
４により、入札執行を保留等したときは、必要に応じて公正入札に係る調査を行う。
この場合、入札参加者は調査に協力しなければならない。
調査の結果、入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を取り止める。
６ 入札保証金
(1) 入札保証金は大阪府財務規則（昭和55年大阪府規則第48号）第61条に該当する場合は免除する。
(2) 落札者が契約締結しないときは、違約金として入札価格の100分の110に相当する金額の100分の２に相当する金額を大阪府に支払わなければならない。ただし、次の各号に定める場合は、この限りでない。
ア 大阪府入札参加停止要綱 別表13（経営不振）の規定により入札参加停止の措置を講じられ、又は同内容の措置要件に該当したことにより、契約を締結しない場合
イ 大阪府入札参加停止要綱 別表６（安全管理措置）(2)イの規定により入札参加停止１ヶ月の措置を講じられ、又は同内容の措置要件に該当したことにより、契約を締結しない場合
ウ 代表者の死亡等により営業活動を継続しえなくなったため契約を締結しない場合
７ 入札書の無効
入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者が提出した入札書並びに入札心得等において示した条件等入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
８ 落札者の決定方法
入札書に記載された品目ごとの契約希望単価に仕様書で示す予定数量を乗じて得た額の合計額が、最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
９ 契約手続等
(1) 契約書
契約書を作成する場合においては、落札者は、大阪府電子契約実施要領（以下「電子契約要領」という。）第２条第１号に規定する電子契約の場合は電子契約要領第２条第２号に規定する電子署名を行い、又は書面による契約書の場合は記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して、10日以内（休日を除く。）に大阪府に提出しなければならない。ただし、大阪府の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。

落札者が期間内に契約書を 提出しないとき は、落札者としての権利 を失い 、大阪府は契約を締結しない 。
(2) 誓約書
落札者は、暴力団排除措置規則第８条第１項に規定する誓約書を、落札決定後速やかに「入札公告」に示す提出先へ提出（郵送又は持参）しなければならない。誓約書を提出しないときは大阪府は契約を締結しない。また、誓約書を提出しない入札参加資格者に対し、入札参加停止等の措置を行う。
(3) 契約保証金
ア 落札者は、この契約の締結と同時に、契約金額（単価契約の場合にあっては、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(ｱ) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(ｲ) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額（発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格）の８割に相当する金額による。
(ｳ) 銀行又は大阪府が確実と認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する金融機関（銀行を除く。）をいう。以下この項において同じ。）が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(ｴ) 銀行又は大阪府が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(ｵ) 銀行又は大阪府が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(ｶ) 銀行又は大阪府が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
イ アにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(ｱ) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(ｲ) 大阪府財務規則（昭和55年大阪府規則第48号）第68条第３号に該当する場合における落札者からの契約保証金免除申請
ウ イ(ｱ) の場合においては、落札者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない｡
(4) 落札者が、落札決定の日から契約締結の日までの間において、契約の内容を履行することができない場合又は次のうちアに該当した場合は契約せず、イ又はウに該当した場合は契約を締結しないことがある。

ア 暴力団排除措置規則第３条第１項に規定する入札参加入札参加除外措置を受けている場合、同規則第９条第1項に規定する誓約書違反者又は同規則第３条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合

イ 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間中の者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する場合

ウ 大阪府との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償の請求を受けた場合

(5)（1）後段及び(4)の規定により大阪府が契約を締結しないときは、6(2)に定める違約金を大阪府に支払わなければならない。この場合、本府は一切責めを負わない。
10 実施上の留意事項
(1) 入札に参加するための費用は、入札参加者の負担とする。
(2) 入札参加申請の書類等に虚偽の記載をした者には、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を行うことがある。
また、入札参加申請の書類等に虚偽の記載を行った者が提出した入札書は無効とし、無効の入札書を提出した者を落札者としていた場合は落札決定を取り消す。
(3) 入札書の提出者が無い場合は、入札執行を取り止める。
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